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○阿賀野市土地活用事業指導要綱 

平成２１年３月１８日 

告示第４０号 

（目的） 

第１条 この告示は、土地活用事業の施行に関し必要な事項を定め、適正な土地利用と

良好な自然環境の保全を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

(１) 土地活用事業 「現況有姿分譲地」、「山林現況分譲地」、「菜園」又は「工

作物の設置を伴わないレジャー施設用地」等、建築物等の建築を目的としない土地

の区画形質の変更で従前の土地用途を他用途に変換及び活用し行う事業をいう。 

(２) 事業計画 前号の事業を行うため必要な計画をいう。 

(３) 事業地 第１号の事業を行う土地の区域をいう。 

(４) 事業者 第１号の事業を計画し又は実施する者をいう。 

（適用対象） 

第３条 この告示は、一団又は計画の一体性があると認められる土地活用事業で事業地

の面積が０．３ヘクタール以上に及ぶものについて適用する。 

２ 事業地の面積が０．３ヘクタール未満の場合でも、同一事業者が３年以内に隣接地

で事業を行う場合又は２つ以上の事業者が隣接地で同時に事業を行う場合でその合算

した面積が０．３ヘクタールを超える場合、適用する。 

（適用除外） 

第４条 この告示は、次の各号のいずれかに該当する事業には適用しない。 

(１) 一時的な土地利用に関する事業 

(２) 土石等採取事業 

(３) 農業、林業又は漁業を営むために行う事業 

(４) 市長が特に認めた事業 

（協議） 

第５条 事業者は、法令による申請及び届出等の前に事業計画の概要について事前相談

するものとする。 

２ 事前相談を了したら、土地活用事業協議書（第１号様式）を作成し市長に協議を申

し出なければならない。 

（審査） 

第６条 市長は、事業者から前条第２項の規定による協議書を受理したときは、その内
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容について審査し、その可否を決定する。 

２ 前項の決定事項は、速やかに土地活用事業審査結果通知書（第２号様式）により事

業者へ通知するものとする。 

（事業計画の基準） 

第７条 事業者は、公害・災害の防止、自然環境の保全等適正な土地利用に留意し、別

記阿賀野市土地活用事業指導要綱個別基準により事業計画を定めるものとする。 

２ 事業者は、事業計画について予め関係自治会及び利害関係者に対し説明を行い、そ

れらの総意を改めて事業計画に反映する等、所要の措置を講じるよう努めるものとす

る。 

３ 事業地の面積が１ヘクタールを超える場合は、雨水排水抑制施設の設置を検討し、

その整備にあたるものとする。ただし、第５条の協議において不要とした場合はこの

限りでない。 

４ 事業地の面積が１ヘクタールを超える場合の災害防止対策に関し、構造物等を設置

する場合は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）の開発許可制度における技術

基準を適用する。 

（審査の基準） 

第８条 市長は第６条の審査にあたり次の事項について確認するものとする。 

(１) 関係法令等に照らし適法であること。 

(２) 市の都市計画マスタープラン及び関係土地利用計画に適合していること。 

(３) 公害・災害の防止対策が十分検討され事業計画に反映されていること。 

(４) 自然環境の保全について適切な配慮がなされていること。 

(５) 関係機関及び地元等の利害関係者の理解や同意が見込まれ、事業計画の実現に

あたって特に支障がないこと。 

（協定の締結） 

第９条 市長は、この告示の目的達成のため必要と認めた主要事項について、事業者と

協定を締結することができるものとする。 

（事業施行の原則） 

第１０条 事業者は、前条により締結した協定を誠実に履行するとともに、信義をもっ

て事業計画に沿い施行しなければならない。 

２ 工事の施工中及び施工後において万一、自らの責めに帰すべき事由から被害・損害

等が生じた場合、利害関係者及び関係機関等に対し誠意をもって対応し、相当の原状

回復及び損害賠償に当たらなければならない。 

（報告又は立入調査） 

第１１条 市長は、この告示の施行に必要な限度において、事業者に対し報告を求め又
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は指定した市職員を事業地内に立ち入らせ、当該土地活用事業の実施状況を調査させ

ることができる。 

２ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者

にこれを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈し

てはならない。 

（指導、助言又は勧告） 

第１２条 市長は、事業者が第５条第２項に規定する協議を拒んだとき、第６条第２項

の通知書の交付を受ける前に事業に着手したとき又は第９条の協定に違反したときは、

当該事業者に対しそれぞれ必要な措置を講じるよう指導、助言し又は勧告書（第３号

様式）により勧告をすることができるものとする。 

附 則 

この告示は、平成２１年４月１日から施行する。 

別記 

阿賀野市土地活用事業指導要綱個別基準 

この基準は、個別の造成事業における基本的な事項を定めたものであり、事業者と市

との協議に際し適用するものである。 

事業の区分 基準 

1 現況有姿分

譲地・山林現

況分譲地・菜

園 

ア 規模が大きな事業地については、積極的に既存緑地を保全するなど、

周辺環境との調和を図ること。 

イ 通路又は用地内に雨水排水施設を設置する場合は、二次放流先まで

その影響を検討し、適正処理に当たること。 

ウ 高さが2m以上のがけ地が生じる場合は、がけ面の勾配を原則30°以

下とし、かつ、がけ面の保護に当たること。ただし、擁壁を設置する

場合はこの限りでない。 

エ 事業地に通じる乗り入れ道路は、利用者の車両通行により既存の往

来を妨げないように具体策を講じること。 

オ 事業地に通じる乗り入れ道路が相当長い場合は、利用者の利便と安

全を確保するため道路管理者と十分協議し、事業者の責任において対

応を図ること。 

カ 利用上及び管理上必要な倉庫等附属施設が最小限の規模を上回る場

合は、別途開発許可を受けること。 

キ 現場管理者が常駐しない場合は、緊急時の連絡措置として出入り口

に利用の方法、管理者名、連絡先住所及び電話番号等を記載した標識
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を設置すること。 

2 工作物の設

置を伴わない

レジャー施設

用地 

ア 規模が大きな事業地については、積極的に既存緑地を保全するなど、

周辺環境との調和を図ること。 

イ 利用上及び管理上必要な事務所等附属施設が最小限の規模等以上の

場合は、別途開発許可を受けること。 

ウ 事業地の区域を示すため、境界柵を設けること。 

エ 不特定多数の利用に鑑み、利用者の安全確保策を講じること。また、

汚水の適正処理を図ること。 

オ 夜間営業がある場合は、防犯対策として屋外灯を設置すること。そ

の場合、周辺環境に留意し設置のこと。 

3 駐車場 ア 舗装を行う場合は、浸透性舗装とすること。 

イ 舗装を行う比較的規模が大きな事業地については、雨水排水施設の

整備と併せ流出抑制策を講じること。 

ウ 出入り口は見通しの良い場所とし、歩行者や車両の交通安全対策を

講じること。 

エ 夜間の防犯対策として、屋外灯を設置することが望ましい。その場

合、周辺環境に留意し設置のこと。 

オ 消雪施設を整備する場合は、ア及びイを厳守のこと。 

4 資材置場 ア 舗装を行う場合は、浸透性舗装とすること。 

イ 舗装を行う比較的規模が大きな事業地については、雨水排水施設の

整備と併せ流出抑制策を講じること。 

ウ 構外排水は、油水分離槽を介し排水すること。 

エ 事業地の周辺を柵で囲み、修景緑樹等を植えること。 

オ 頻繁に重機が出入りする場合は、取付け道路や水路構造物等を損傷

させないように影響箇所を補強すること。 

カ 資材の保管については、崩れ・転倒防止措置をとり、関係者以外が

立ち入らないよう施錠鎖や標識の設置等を講じること。 

キ 可燃物を一定数量保管する際は、市消防本部と事前協議すること。 

備考 

・規模が大きな事業地＝面積が概ね１ヘクタール以上の事業地 

・乗り入れ道路が相当長い＝主要道路から事業地までの距離が概ね４０m以上の場合 

・附属施設が最小限の規模等＝通常の管理行為として必要な最小限の規模でありか

つそれ以外の使用がないこと。 

・比較的規模が大きな事業地＝面積が概ね０．３ヘクタール以上１ヘクタール未満
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の事業地 

・可燃物を一定数量＝市火災予防条例で制限される数量 
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第１号様式（第５条関係） 

第２号様式（第６条関係） 

第３号様式（第１２条関係） 

 


